
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

市の機関等に係る手続等において、関係者

の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を目的とした情報通信技術の活用

に関し必要な事項を定めるため、条例を制

定するものであり、妥当なものと認めた。

企業版ふるさと納税に係る寄附金の有効活

用を図ることを目的として、当該寄附金を

ふるさと応援基金として積み立てるため、

所要の整備を行うものであり、妥当なもの

と認めた。

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関す

る法律の一部改正の趣旨を踏まえ、投票管

理者等の報酬の額を改定するものであり、

妥当なものと認めた。

総 務 財 政 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務財政委員長  時　田　洋　輔

議 案
第 ５ ３ 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和７年(2025年)６月２６日

  宇部市議会議長  山　下　節　子    様

議 案
第 ５ ９ 号

宇部市非常勤職員の報酬及
び費用弁償条例中一部改正
の件

原 案 可 決

記

議 案
第 ５ ２ 号

宇部市情報通信技術を活用
した行政の推進に関する条
例制定の件

宇部市基金の設置、管理及
び処分に関する条例中一部
改正の件

原 案 可 決

原 案 可 決


